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◎
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
他
の
役
職
員
等
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
二 

〔
略
〕 

 

第
百
六
条
の
二
の
二 

職
員
で
あ
つ
た
者
は
、
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た

府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
又
は
都
道
府
県
警

察
に
属
す
る
役
職
員
と
意
思
を
通
じ
て
、
継
続
的
に
、
営
利
企
業
等
に
対
し
、

役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
他
の
役
職
員
で
あ
つ
た
者
を
、
当
該
営

利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

当
該
役
職
員
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た
者
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し

く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
役
職
員
を
そ
の
離
職

後
に
、
若
し
く
は
当
該
役
職
員
で
あ
つ
た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は

そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
依
頼
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 

（
在
職
中
の
求
職
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
三 

〔
略
〕 

② 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
（
第
百
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
手

（
他
の
役
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
二 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

          

（
在
職
中
の
求
職
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
三 

〔
略
〕 

② 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
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当
通
算
予
定
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
退
職
手
当
通
算
法
人
に
対
し

て
行
う
場
合 

二
～
四 

〔
略
〕 

③
～
⑤ 

〔
略
〕 

 

（
管
理
職
職
員
等
の
再
就
職
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
三
の
二 

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
職
員
」
と
い
う
。
）

（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
除
く
。
）
及
び
管
理
職
職
員
で
あ
つ
た
者
（
退

職
手
当
通
算
予
定
職
員
及
び
退
職
手
当
通
算
離
職
者
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職

員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
引
き
続
い
て
退
職
手
当
通
算
法
人
の
地
位
に
就
い

て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
（
以
下
「
管
理
職
職
員
等
」

と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を

得
な
け
れ
ば
、
次
に
掲
げ
る
法
人
（
当
該
管
理
職
職
員
等
が
当
該
官
職
に
就
き
、

若
し
く
は
就
い
て
い
た
と
き
に
在
職
し
、
若
し
く
は
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の

他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
の
在
職
機
関
」

と
い
う
。
）
が
所
管
す
る
も
の
又
は
国
の
在
職
機
関
が
所
管
す
る
事
業
を
主
た

る
事
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
独
立
行
政
法
人
等
」
と
い
う
。
）

の
役
員
そ
の
他
の
地
位
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
役
員
等
の
地
位
」
と
い
う
。
）
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
い
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
職
職
員
等
が
そ
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
た
法
人

が
そ
の
後
に
特
定
独
立
行
政
法
人
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
当
該

特
定
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
本
文
の
趣
旨
に
照

定
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
退
職
手
当
通
算
法
人
に
対
し
て
行
う
場

合 

二
～
四 

〔
略
〕 

③
～
⑤ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 
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ら
し
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

一 
行
政
執
行
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人 

二 

特
殊
法
人
等
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
法
律

に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
独
立
行
政
法
人
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

三 

認
可
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し

行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

四 

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
（
国
の
在
職
機
関
と
特
に
密
接
な
関

係
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

② 

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
職
職
員
等
は
、
離
職
後
五
年
間
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
、
当

該
管
理
職
職
員
等
が
同
項
に
規
定
す
る
官
職
に
就
き
、
若
し
く
は
就
い
て
い
た

と
き
に
在
職
し
、
若
し
く
は
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国

の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
の
監
督
そ
の
他
の
関
与
を
受
け
て
主
た
る
事
業
を

行
い
、
又
は
在
職
機
関
と
特
定
の
契
約
関
係
に
あ
る
法
人
で
あ
つ
て
、
在
職
機

関
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
も
の
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
と
し

て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
関
係
法
人
」
と
い
う
。
）
の
役
員
そ

の
他
の
地
位
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就

い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用

す
る
。 

③ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
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に
係
る
管
理
職
職
員
等
が
当
該
申
請
に
係
る
前
二
項
に
規
定
す
る
地
位
（
以
下

「
役
員
等
の
地
位
」
と
い
う
。
）
に
就
く
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保

に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
当
該
申
請
に
係
る
管
理
職
職

員
等
が
当
該
申
請
に
係
る
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
前
二
項
の
規
定
の

趣
旨
に
照
ら
し
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
承
認
を
す
る

も
の
と
す
る
。 

④ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
承
認
す
る
権
限
は
、

再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
。 

⑤ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑥ 

再
就
職
等
監
視
委
員
会
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に

基
づ
き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就

職
等
監
察
官
が
行
う
承
認
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
再
就
職
等

監
視
委
員
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
四 

職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位

に
就
い
て
い
る
者
（
退
職
手
当
通
算
離
職
者
を
除
く
。
以
下
「
再
就
職
者
」
と

い
う
。
）
は
、
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員

又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
国
、
行
政
執
行

法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
と
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
と
の

間
で
締
結
さ
れ
る
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
当
該
営
利
企
業
等

若
し
く
は
そ
の
子
法
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第

               

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
四 

職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位

に
就
い
て
い
る
者
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
引
き
続

い
て
退
職
手
当
通
算
法
人
の
地
位
に
就
い
て
い
る
者
（
以
下
「
退
職
手
当
通
算

離
職
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
再
就
職
者
」
と
い
う
。
）
は
、
離
職

前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す

る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
国
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都

道
府
県
と
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
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八
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
契
約

等
事
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
離
職
前
五
年
間
の
職
務
に
属
す
る
も
の
に
関

し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に

要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

②
～
⑨ 

〔
略
〕 

 

（
設
置
） 

第
百
六
条
の
五 

〔
略
〕 

② 

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
百
六
条
の
三
第
三
項
、
第
百
六
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
前
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
承
認
を
行
う
こ
と
。 

三 

〔
略
〕 

 

（
再
就
職
等
監
察
官
） 

第
百
六
条
の
十
四 

〔
略
〕 

② 

監
察
官
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。 

一 

第
百
六
条
の
三
第
四
項
、
第
百
六
条
の
三
の
二
第
五
項
及
び
第
百
六
条
の

四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
承
認
を
行
う
こ

と
。 

二
～
四 

〔
略
〕 

売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
又
は
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子

法
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

条
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
契
約
等
事
務
」
と
い
う
。
）

で
あ
つ
て
離
職
前
五
年
間
の
職
務
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、

職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し

て
は
な
ら
な
い
。 

②
～
⑨ 

〔
略
〕 

 

（
設
置
） 

第
百
六
条
の
五 

〔
略
〕 

② 

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
百
六
条
の
三
第
三
項
及
び
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け

た
権
限
に
基
づ
き
承
認
を
行
う
こ
と
。 

三 

〔
略
〕 

  

（
再
就
職
等
監
察
官
） 

第
百
六
条
の
十
四 

〔
略
〕 

② 

監
察
官
は
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。 

一 

第
百
六
条
の
三
第
四
項
及
び
第
百
六
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
委

任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
承
認
を
行
う
こ
と
。 

 

二
～
四 

〔
略
〕 
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③
～
⑤ 

〔
略
〕 

 
（
任
命
権
者
へ
の
届
出
） 

第
百
六
条
の
二
十
三 

職
員
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
除
く
。
）
は
、
離
職

後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
（
管
理
職
職
員
等
が

第
百
六
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
得
て
特
定
独
立
行
政
法

人
等
又
は
特
定
関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
た
場
合

を
除
く
。
）
に
は
、
速
や
か
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者

に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

〔
略
〕 

③ 

第
一
項
の
届
出
を
受
け
た
任
命
権
者
は
、
当
該
届
出
を
行
つ
た
職
員
が
管
理

職
職
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
内
閣
総
理

大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

    

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
届
出
） 

第
百
六
条
の
二
十
四 

〔
削
る
〕 

    

③
～
⑤ 

〔
略
〕 

 

（
任
命
権
者
へ
の
届
出
） 

第
百
六
条
の
二
十
三 

職
員
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
除
く
。
）
は
、
離
職

後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

② 

〔
略
〕 

③ 

第
一
項
の
届
出
を
受
け
た
任
命
権
者
は
、
当
該
届
出
を
行
つ
た
職
員
が
管
理

又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い

て
い
る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
速
や

か
に
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
届
出
） 

第
百
六
条
の
二
十
四 

管
理
職
職
員
で
あ
つ
た
者
（
退
職
手
当
通
算
離
職
者
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
離
職
後
二
年
間
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
役

員
そ
の
他
の
地
位
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
こ
う
と
す
る
場
合
（
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
た
場
合
を
除
く
。
）

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
政
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管
理
職
職
員
で
あ
つ
た
者
（
退
職
手
当
通
算
離
職
者
を
除
く
。
）
は
、
離
職

後
二
年
間
、
営
利
企
業
以
外
の
事
業
の
団
体
の
地
位
に
就
き
、
若
し
く
は
事
業

に
従
事
し
、
若
し
く
は
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
報
酬
を
得
る
場
合

に
限
る
。
）
又
は
営
利
企
業
（
第
百
六
条
の
三
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
地
位
に
就
い
た
場
合
は
、
第
百
六
条
の
三
の

二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
得
て
特
定
独
立
行
政
法
人
等
又
は
特
定
関

係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
た
場
合
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
行
つ
た
場
合
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
場
合
を
除
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
内
閣
総
理

大
臣
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
再
就
職
後
の
公
表
） 

第
百
六
条
の
二
十
七 

在
職
中
に
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
承
認
を
得

た
管
理
職
職
員
が
離
職
後
に
当
該
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い

令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

行
政
執
行
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人 

二 

特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
法
律
に

よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
独
立
行
政
法
人
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

三 

認
可
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し

行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

四 

公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
（
国
と
特
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
） 

② 

管
理
職
職
員
で
あ
つ
た
者
は
、
離
職
後
二
年
間
、
営
利
企
業
以
外
の
事
業
の

団
体
の
地
位
に
就
き
、
若
し
く
は
事
業
に
従
事
し
、
若
し
く
は
事
務
を
行
う
こ

と
と
な
つ
た
場
合
（
報
酬
を
得
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
営
利
企
業
（
前
項
第

二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
地
位
に
就
い
た
場
合
は
、
前

条
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
つ
た
場
合
、
日
々
雇
い
入
れ
ら

れ
る
者
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   
（
再
就
職
後
の
公
表
） 

第
百
六
条
の
二
十
七 

在
職
中
に
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
承
認
を
得

た
管
理
職
職
員
が
離
職
後
に
当
該
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
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た
場
合
又
は
第
百
六
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
承
認
を
得
た

管
理
職
職
員
等
が
当
該
承
認
に
係
る
特
定
独
立
行
政
法
人
等
若
し
く
は
特
定

関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
た
場
合
に
は
、
当
該
管
理
職
職
員
が
離
職

時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法

人
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
又
は
当
該
管
理
職
職
員
等
に
係
る
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
国
の
在
職
機
関
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
在
職
機
関

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
管
理
職
職
員
の
離
職
後
又
は
当
該
管
理
職
職
員
等
が
当
該

特
定
独
立
行
政
法
人
等
若
し
く
は
特
定
関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い

た
後
二
年
間
（
そ
の
者
が
当
該
営
利
企
業
等
の
地
位
又
は
当
該
特
定
独
立
行
政

法
人
等
若
し
く
は
特
定
関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
て
い
る
間
に
限

る
。
）
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

〔
略
〕 

二 

在
職
機
関
が
当
該
営
利
企
業
等
又
は
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
等
若
し

く
は
特
定
関
係
法
人
に
対
し
て
交
付
し
た
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予

算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
）
の
総
額 

三 

在
職
機
関
と
当
該
営
利
企
業
等
又
は
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
等
若
し

く
は
特
定
関
係
法
人
と
の
間
の
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
の
総
額 

四 

〔
略
〕 

 

第
百
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

た
場
合
に
は
、
当
該
管
理
職
職
員
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の

政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
又
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
者
の
離
職
後
二
年
間
（
そ
の
者
が
当
該
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
て
い

る
間
に
限
る
。
）
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

       

一 

〔
略
〕 

二 

在
職
機
関
が
当
該
営
利
企
業
等
に
対
し
て
交
付
し
た
補
助
金
等
（
補
助
金

等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百

七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
）
の
総
額 

 

三 

在
職
機
関
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
間
の
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の

契
約
の
総
額 

四 

〔
略
〕 

 第
百
九
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 
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一
～
十
二 

〔
略
〕 

十
三 

第
百
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
営
利
企
業
の
地
位
に
就
い
た
者 

十
三
の
二 

第
百
六
条
の
三
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て

特
定
独
立
行
政
法
人
等
又
は
特
定
関
係
法
人
の
役
員
等
の
地
位
に
就
い
た

者 

十
四
～
十
八 

〔
略
〕 

 第
百
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に

処
す
る
。
た
だ
し
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
正
条
が
あ
る

と
き
は
、
刑
法
に
よ
る
。 

 

一 

職
務
上
不
正
な
行
為
（
第
百
六
条
の
二
第
一
項
、
第
百
六
条
の
三
第
一
項

又
は
第
百
六
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
若
し
く
は
し
た
こ
と
、

又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
若
し
く
は
し
な
か
つ
た
こ
と
に
関
し
、
営

利
企
業
等
に
対
し
、
離
職
後
に
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の

地
位
に
就
く
こ
と
、
又
は
他
の
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
役
職

員
で
あ
つ
た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就

か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は
約
束
し
た
職
員 

 

二 

職
務
に
関
し
、
他
の
役
職
員
に
職
務
上
不
正
な
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又

は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
す
こ
と
、

又
は
要
求
し
、
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
し
た
こ
と
に
関
し
、
営
利
企
業
等
に

対
し
、
離
職
後
に
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く

こ
と
、
又
は
他
の
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た

一
～
十
二 

〔
略
〕 

十
三 

第
百
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
営
利
企
業
の
地
位
に
つ
い
た
者 

〔
新
設
〕 

  

十
四
～
十
八 

〔
略
〕 

 第
百
十
二
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に

処
す
る
。
た
だ
し
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
正
条
が
あ
る

と
き
は
、
刑
法
に
よ
る
。 

 

一 

職
務
上
不
正
な
行
為
（
第
百
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
百
六
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ

と
若
し
く
は
し
た
こ
と
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
若
し
く
は
し
な

か
つ
た
こ
と
に
関
し
、
営
利
企
業
等
に
対
し
、
離
職
後
に
当
該
営
利
企
業
等

若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
、
又
は
他
の
役
職
員
を
そ
の
離

職
後
に
、
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た
者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は

そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は
約
束
し
た
職
員 

 

 

二 

職
務
に
関
し
、
他
の
役
職
員
に
職
務
上
不
正
な
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又

は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
す
こ
と
、

又
は
要
求
し
、
依
頼
し
、
若
し
く
は
唆
し
た
こ
と
に
関
し
、
営
利
企
業
等
に

対
し
、
離
職
後
に
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く

こ
と
、
又
は
他
の
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
役
職
員
で
あ
つ
た
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者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と

を
要
求
し
、
又
は
約
束
し
た
職
員 

三 
〔
略
〕 

 

第
百
十
三
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

一 

第
百
六
条
の
二
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

二 

〔
略
〕 

三 

第
百
六
条
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を

し
た
者 

者
を
、
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と

を
要
求
し
、
又
は
約
束
し
た
職
員 

三 

〔
略
〕 

 第
百
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

〔
新
設
〕 

一 

〔
略
〕 

二 

第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

 
 

 
 


